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居宅介護支援事業所 ういず・ユー 支え愛 八千代市勝田台3-3-1ファミール勝田台 ＴＥＬ：047-405-3810

居宅介護支援事業所 ういず・ユー 支え愛 四街道 四街道市鹿渡933-296 123ビル201 T E L : 043-304-8687

居宅介護支援事業所 ういず・ユー 支え愛 志津 佐倉市中志津1-6-2  101号 T E L : 043-312-1975

居宅介護支援事業所 ういず・ユー 支え愛 緑が丘 八千代市大和田新田76-43 加瀬ビル2A ＴＥＬ：047-455-3107

訪問介護事業所 ういず・ユー 野の花ケアステーション八千代 八千代市大和田新田76-43 加瀬ビル2A ＴＥＬ：047-411-8722

訪問介護事業所 ういず・ユー 野の花ケアステーション 四街道市鹿渡933-296  123ビル201 ＴＥＬ：043-312-7380

訪問介護事業所 ういず・ユー 野の花ケアステーション成田 成田市不動ヶ岡2154-4 T E L : 0476-37-4316

訪問看護事業所 白ゆり訪問看護ステーション 佐倉市西志津4-7-8 T E L : 043-310-6722

住宅型有料老人ホームういず・ユー村上ホープリビング 八千代市村上南1-1-13 ＴＥＬ：047-407-0765

住宅型有料老人ホームういず・ユー高津ホープリビング 八千代市高津507-2 ＴＥＬ：047-458-8222

住宅型有料老人ホームういず・ユー緑が丘ホープリビング 八千代市大和田新田947-7 ＴＥＬ：047-458-4094

成田市不動ヶ岡2034-97                     T  E L : 0476-36-4315

サービス付き高齢者向け住宅ういず・ユー ホープリビング成田 成田市不動ヶ岡2154-4 ＴＥＬ：0476-37-3206

サービス付き高齢者向け住宅ういず・ユー ホープリビング千葉北 千葉市花見川区大日町1386-1 ＴＥＬ：043-307-9710

サービス付き高齢者向け住宅ういず・ユー ホープリビング八千代緑が丘 八千代市緑が丘西7-4-3 T E L : 047-411-8111

サービス付き高齢者向け住宅ういず・ユーホープリビング佐倉志津 佐倉市西志津4-6-7 T E L : 043-312-3500

小規模多機能型居宅介護施設ういず・ユー 志津ホーム 佐倉市西志津4-6-7 T E L : 043-312-3505

デイサービス ういず・ユー早稲田イーライフ佐倉 佐倉市表町1-3-3 ＴＥＬ：043-310-6748

デイサービス ういず・ユー勝田台デイサロン 八千代市勝田台4-27-11 ＴＥＬ：047-405-5160

デイサービス ういず・ユー村上ホープリビング 千葉県八千代市村上南1-1-13 ＴＥＬ：047-407-0760

デイサービス ういず・ユーホープリビング成田 成田市不動ヶ岡2154-4 ＴＥＬ：0476-37-4326

ういず・ユーデイサービス 一歩 八千代市村上2811 ＴＥＬ：047-481-3190

ういず・ユーデイサービス リハリバイブ緑が丘 八千代市緑が丘西7-4-3 ＴＥＬ：047-411-8141

ういず・ユーデイサービス リハリバイブ四街道 四街道市鹿渡933-134 T E L : 043-312-1114

千葉市若葉区千城台東1-3-8 T E L : 043-312-9064

野の花

野の花

運営会社：株式会社ウィズハート 八千代市勝田台4-13-7 T E L : 047-411-7282

介護の住まい紹介“ウィズ” 八千代市村上南1-1-13  1F T E L : 047-407-3371

千葉求人センター 八千代市村上南1-1-13  1F T E L : 047-409-8787

運営会社：株式会社ウィズハートセキュリティ 八千代市勝田台北1-8-21  K.Sビル2F T E L : 047-407-4615

ウィズハートセキュリティ 八千代市勝田台北1-8-21  K.Sビル2F T E L : 047-407-4615

ういず・ユーフード事業部 ひかて(日糧)

千葉市若葉区千城台東1-3-8ういず・ユーフード事業部 日ごと糧 T E L : 043-312-9064

住宅型有料老人ホーム ういず・ユー成田ホーム

ういず・ユーデイサービス リハビリ・ティ八街 八街市八街ほ614-3 T E L : 043-312-3128

9011

ウェルフェアサロンが子ども服バザー＆かき氷をしました！
暑い日でかき氷21杯、来場者約15世帯。お子さんが自ら服を
選んだり、リピーターの方もいらっしゃいました。募金額は
3.500円。向かいの文化センターで子ども万博があり、そこ
でもらったバルーンアートが風で飛ばされ割れてしまったお
子さんが泣きそうに…ボランティアでみえていた淑徳大学の
永田先生がすかさず「何色がいい？」とバルーンアートで犬
を作ってくださって子どもさんの笑顔復活！参加していた
我が子も携帯でバルーンアートを調べて“剣”を作成、子ども
たちにあげていました。スタッフの髙埜さん、毎回手伝って
くださるリハリバイブのお客様もおかげさまです

リハリバイブ四街道 / ウェルフェアサロン
管理者・東浦 由梨子

ウィズハートセキュリティ ご自身のための現任教育

5.17土 こちらB班。午前中に現任教育を受けてお昼から懇親会に。5/24(土)は制服で終日、現任教育を受けます

普段 現場で働く皆さんは年に1回、現任教育
のときにしか顔を合わせることがありません。
せっかく集まるのだから、せめて昼食時にで
も食事をしながら親睦を深めましょう、
というわけで初日の現任教育の午後一に
「親睦会」を行うことに
しました。
けっこう皆さん、いろいろな
話をされます。

社長談

2022(令和4)年11月、株式会社ウィズハート「ウィズハートセキュリティ」
開設。2023(令和5)年10月に法人化して株式会社ウィズハートセキュリティ
となりました。かれこれ3年目。今年も警備業法第21条に規定された年間10
時間以上の警備員現任教育を実施しました。
人数が増えているため2班に分かれ、A班が4/26(土)・5/10(土)に、B班は
5/17(土)・5/24(土)、今年からそれぞれ初日の午後一に懇親会を催して
親睦を図り、たいそう盛り上がったようです。



デイサービス

定員：24名 定員：22名

1日型

登録：29名

本部メンバー

橋本さん 大田さん 安田さん 千葉さん

株式会社ウィズハートセキュリティ

講師の千葉さん

八千代市勝田台北1-8-21 勝田台K.Sビル2F
                            TEL： 047-407-4615

誘導灯を使って、の説明

道路交通法のビデオで分かりやすく、基本を確認する午前9:00から業務別教育、午後1:00から軽犯罪法他、ほぼ終日実施

5/10(土) A班

5/24(土) B班

ウィズハートセキュリテ
ィ ご自身のための現任教育

2025(令和7)年の現任教育は、A班・B班の二手に分けてA班が4/26・5/10、B班は5/17・5/24といずれも土曜日に
株式会社ウィズハートセキュリティの研修室にて行いました。警備員の人数が増えてきたことと、皆さんの都合を考慮し
てのこと。前半は午前中の現任教育の後で親睦会、後半は9:00～16:00に業務別教育と基本教育を実施、講師は本部
メンバーの千葉さんが担当しました。

ご自身はくれぐれも怪我をしないように

中央大手などは、CDを活用してeラーニングで現任教育を
しているところもあります。中には事情があってeラーニ
ングをしたくないと思っている方もいらっしゃいますが、
来年以降は教育計画として進めています。
現行の誘導法は2級検定。2/3の会社はこれを基本として
います。※交通誘導2級とは警備業法で定められた国家資格で、

資格や実務経験は必要なく誰でも受験可能。取得後の実務経験を1年
以上積むことで1級の受験資格が得られます。自動車専用道路や高速
道路での交通誘導をする際に、交通誘導2級以上の資格を持つ警備員
を一人以上配置する必要があるとされます。

誘導灯、標識を使う、大型旗を振る等…大型工事をやると
きに使わざるを得ないので、誘導旗の振り方を忘れないよ
うに、相手の車から見て要は分かるように振る―基本は崩
さないようにやること。相手の身になって置き換えてやっ
てみましょう。「オーライ、オーライ」の声はドライバー
には聞こえない、特に大型トラックの場合など死角になっ
て見えないので、警笛を使う「ピーッ(止まれ) 」。
バック誘導は「窓を開けていただけますか」と声をかけ、
子どもが歩いていないか、後ろも周りも注意する。
そしてまずは、自分が事故に合わないこと “危険予測”と
して車両の前には立たない、また薬物・飲酒など今はどん
な車両が走っているか分かりません。

人間の集中力は2時間、途中ストレッチを入れて切り替え
ましょう。

午後からのテーマ～軽犯罪法・AED・110番、119番・
護身術等は熱中症を含め、労働契約法第5条に定められて
いる「安全配慮義務」にかかわってきます。一般の方だけ
でなく警備員ご自身の安全のためなのです。
雑踏警備は交通誘導警備と若干違い、イベント警備でケン
カやいざこざがあれば止めなければならないし、威力業務
妨害になる場合もあります。

AEDにしてもAEDする前に119
番通報したり、女性のときは周り
を囲むなどノウハウがあります。
119番に「心肺停止です」等を
報告。
110番する→現在地を言う～見え
る範囲で目的になるもの、見たま
ま報告。
いずれもご自身の安全にもつなが
ります。

千葉さん談・抜粋

※他に事務職1名
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